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前
号
で
は
、
科
挙
に
つ
い
て
の
不
正
と
し
て
、
替
え
玉
受
験
に

関
わ
る
記
事
を
紹
介
し
た
。
今
回
は
、
本
籍
詐
称
（「
冒
籍
」）
お

よ
び
カ
ン
ニ
ン
グ
（「
伝
義
」）
を
扱
う
三
則
の
記
事
を
紹
介
し
た

い
。
本
籍
詐
称
が
行
わ
れ
た
の
は
、
本
籍
地
で
受
験
す
る
必
要
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
合
格
定
数
な
ど
が
違
い
合
格
し

や
す
さ
に
差
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る（

注
（。

ち
な
み
に
、
中
国
で
は
今

な
お
受
験
は
本
籍
地
で
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
同
様
の
問
題
が
存

在
す
る
。

　

な
お
、
前
回
同
様
、
題
名
の
後
の
カ
ッ
コ
内
の
年
月
日
は
、
各

記
事
の
発
行
年
月
日
で
あ
る
（『
点
石
斎
画
報
通
検
』（
香
港
・
商

務
印
書
館
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
）。
文
章
の
後
に
あ
る
「　

」

は
閑
章
（
印
章
の
形
に
よ
る
一
言
コ
メ
ン
ト
）
で
あ
る
。
原
文
の

句
読
点
は
、『
点
石
斎
画
報
全
文
校
点
』（
香
港
・
商
務
印
書
館
、

二
〇
一
四
年
）
を
参
考
に
適
宜
改
め
た
。
画
像
は
、
張
奇
明
等
編

『
点
石
斎
画
報
（
大
可
堂
版
）』（
上
海
画
報
出
版
社
、二
〇
〇
一
年
）

か
ら
取
っ
た
。

【
注
】
冒
籍
に
つ
い
て
は
、
劉
海
峰
『
科
挙
学
導
論
』（
華
中
師
範

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
第
十
四
章
、
科
挙
地
理
論
、
第
二

節
、
分
区
定
額
与
冒
籍
、
二
、
冒
籍
及
其
防
範
が
詳
し
い
。

①
「
捉
刀
破
獲
」（
扮
装
見
破
ら
る
）（
午
集
、
大
可
堂
版
六-

二
一
三
、 

一
八
八
九
・
一
〇
・
二
九
）

＊
扮
装
し
て
答
案
持
ち
込
み
を
試
み
た
が
捕
ま
っ
た
話
。

【
史
料
紹
介
】

『
点
石
斎
画
報
』
に
見
え
る
科
挙
関
連
記
事�

�
　
　
　

 

─
そ
の
四
「
科
挙
の
不
正
─
本
籍
詐
称
、
カ
ン
ニ
ン
グ
」

湯　

城　

吉　

信
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＊
号
舎
（
試
験
会
場
の
建
物
）
に
は
『
千
字
文
』
の
一
字
が
当
て

ら
れ
た
（
そ
の
一
参
照
）。
図
は
「
珠
称
夜
光
」
の
中
の
二
字
。

【
原
文
】
崔
季
珪
代
魏
武
見
匈
奴
使
、使
者
出
、人
訊
之
。
曰
、「
魏

王
雅
貌
非
常
、
然
牀
頭
捉
刀
人
、
乃
英
雄
也
。」「
捉
刀
」
二
字
、

始
於
此
。
凡
爲
頂
替
者
、
皆
可
以
名
之
、
今
人
但
知
爲
代
作
文
字

之
別
名
。
今
科
各
省
官
員
、
防
弊
皆
從
嚴
、
而
粵
闈
仍
有
所
不
免
。

據
述
有
人
扮
作
號
軍
、
蒙
混
入
場
。
巡
綽
官
以
其

狀
貌
不
類
、
命
搜
之
、
果
得
文
稿
二
篇
、
當
送
提

調
究
辦
、
究
出
爲
某
科
孝
廉
。
噫
、
登
賢
書
而
入

爰
書
、
該
孝
廉
太
不
自
愛
。 

閑
章
「
以
身
試
法
」

【
大
意
】
崔
季
珪
は
魏
の
武
帝
に
代
わ
っ
て
匈
奴

の
使
い
と
会
っ
た
が
、
使
者
が
出
て
か
ら
、
人

が
そ
れ
に
つ
い
て
聞
く
と
、「
魏
王
（
曹
操
）
は

す
ば
ら
し
い
容
貌
で
し
た
が
、
床
几
の
横
で
刀
を

持
っ
て
い
た
（
捉
刀
）
人
こ
そ
英
雄
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
。〔
替
え
玉
受
験
者
を
表
す
〕「
捉
刀
」（
刀

を
持
つ
）
の
二
字
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。
お
よ
そ

代
わ
り
に
何
か
す
る
者
は
す
べ
て
こ
う
呼
ん
で
い

い
は
ず
な
の
に
、
今
の
人
は
文
章
を
代
作
す
る
人
の
代
名
詞
と
し

て
だ
け
使
っ
て
い
る
。
今
回
の
科
挙
で
は
各
省
の
官
人
は
不
正
を

厳
密
に
防
い
だ
が
、
広
東
省
の
試
験
場
だ
け
は
免
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
聞
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
が
号
軍
（
試
験
監
視
員
）
に
扮
し

て
、
試
験
会
場
に
紛
れ
込
ん
だ
。
巡
綽
官
（
試
験
監
督
）
が
様
子

が
お
か
し
い
と
思
い
、
捜
査
さ
せ
る
と
、
果
た
し
て
文
稿
二
篇
を

発
見
し
、
す
ぐ
に
提
調
（
試
験
会
場
責
任
者
）
に
送
っ
て
取
り
調
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べ
る
と
、某
科
の
孝
廉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
あ
あ
、

合
格
名
簿
に
載
ろ
う
と
し
て
取
り
調
べ
記
録
に
加
わ
る
こ
と
に
な

る
と
は
、
こ
の
孝
廉
は
あ
ま
り
に
も
自
愛
の
精
神
が
な
い
。

 

「
身
を
以
て
法
律
を
試
す
」

【
注
】○
崔
季
珪　

崔
琰（
一
六
三
～
二
一
六
）。後
漢
末
期
の
武
将
。

容
貌
が
立
派
で
あ
っ
た
。
○
号
軍　

号
房
＝
試
験
の
ブ
ー
ス
（
個

室
の
試
験
会
場
）を
監
視
す
る
軍
人
。
各
号
舎
に
一
人
配
置
さ
れ
、

カ
ン
ニ
ン
グ
を
防
止
し
た
。
○
巡
綽
官　

試
験
会
場
の
見
回
り
を

担
当
し
た
役
人
。
号
軍
の
上
司
。
○
提
調　

試
験
会
場
の
長
官（
監

臨
）
の
下
に
い
た
副
官
。
郷
試
で
は
、
布
政
使
が
担
当
し
た
。
試

験
会
場
内
外
の
事
務
の
責
任
者
。
巡
綽
官
の
上
司
。
○
賢
書　

賢

人
の
名
簿
。
合
格
者
名
簿
。
○
爰
書　

犯
人
の
供
述
を
記
録
し
た

書
（
取
り
調
べ
記
録
）。

【
解
説
】
カ
ン
ニ
ン
グ
防
止
の
役
人
に
扮
す
る
と
は
な
か
な
か
の

肝
っ
玉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
合
格
し
て
い
る
挙
人
が
受
験

生
の
た
め
に
答
案
持
ち
込
み
を
図
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。前
回（
そ

の
三
）
で
も
触
れ
た
が
、曹
操
が
身
代
わ
り
の
者
を
立
て
た
話
（
落

ち
に
人
を
見
抜
く
目
を
持
っ
て
い
た
使
者
を
殺
し
た
と
あ
る
）
は

『
世
説
新
語
』
容
止
篇
に
見
え
る
有
名
な
話
で
、『
点
石
斎
画
報
』

の
科
挙
の
替
え
玉
受
験
に
触
れ
る
記
事
で
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
引
か
れ
る
。

②
「
伝
文
有
賊
」（
解
答
を
届
け
る
賊
）（
利
集
、
大
可
堂
版
一
五-

三
三
、一
八
九
八
年
）

＊
答
案
を
届
け
る
カ
ン
ニ
ン
グ
を
「
伝
義
」
と
言
っ
た
。
そ
の
届

け
方
は
様
々
な
方
法
が
あ
っ
た
よ
う
だ
（
下
記
【
参
考
】
参
照
）。

＊
警
備
の
者
が
持
っ
て
い
る
提
灯
に
は
「
正
堂
」
の
文
字
が
見
え

る
。
左
が
試
験
場
。
下
位
の
試
験
（
地
方
試
）
で
は
こ
の
よ
う
な

大
会
場
の
場
合
も
あ
っ
た（『
申
報
』一
八
七
九
年
六
月
十
四
日「
童

生
閙
考
」
に
よ
れ
ば
、
県
試
で
は
、
一
次
試
験
で
上
位
に
な
っ
た

も
の
は
、
そ
の
後
の
試
験
で
「
内
堂
」
で
受
験
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
が
、そ
れ
以
外
の
者
は
大
号
（
大
部
屋
）
で
全
員
が
い
っ
し
ょ

に
受
験
し
た
）。

【
原
文
】
自
來
飛
簷
走
壁
之
徒
、
能
爲
破
寨
攻
巢
之
用
。
故
不
得

志
則
淪
爲
盜
賊
、
得
志
則
爲
國
干
城
。
故
武
員
中
往
往
有
綠
林
豪

俠
、
草
澤
英
雄
而
不
能
論
其
出
身
者
。
未
聞
有
以
文
場
而
亦
用
及

此
輩
者
。
乃
陽
月
梢
、
甯
波
府
程
太
尊
考
試
鎮
海
正
場
時
、
因
關
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防
嚴
密
、
傳
槍
者
無
間
可
入
、
以
致
校
士
館
屋
上
有
梁
上
君
子
潛

伏
其
間
。
經
巡
差
瞥
見
、
稟
明
太
尊
、
捉
至
案
前
、
搜
出
文
稿
、

供
稱
係
代
某
生
傳
遞
某
某
等
五
童
。
太
尊
大
怒
、
立
將
該
童
查
明

扣
考
、
並
於
發
案
時
、
戒
責
三
十
下
。
該
賊
則
荷
以
巨
枷
、
鎖
於

頭
門
示
衆
。
説
者
謂
、
小
試
爲
士
子
進
身
初
基
、
應
知
植
品
爲
先
。

乃
傳
槍
倖
取
、
借
資
於
鶏
鳴
狗
盗
之
流
、
士
風
之
壞
、
殊
足
慨
已
。

 

閑
章
「
弋
取
功
名
」

【
大
意
】
爾
来
、忍
び
の
輩
は
、敵
の
要
塞
を
責
め
る
の
に
役
立
つ
。

そ
れ
ゆ
え
、
志
を
遂
げ
な
け
れ
ば
盗
賊
に
成
り
下
が
る
が
、
志
を

遂
げ
れ
ば
国
を
守
る
武
将
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
武
人
の
中
に
は
任

侠
の
輩
や
民
間
の
英
雄
が
多
く
お
り
、出
身
を
問
題
に
は
し
な
い
。

〔
だ
が
〕
文
の
場
（
科
挙
試
験
場
）
で
こ
の
輩
を
用
い
る
者
が
い

る
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
十
月
末
、
寧
波
府
の
程
知
府

が
鎮
海
の
正
場
（
正
式
試
験
）
を
試
験
し
た
時
、警
備
が
厳
し
く
、

解
答
を
送
る
こ
と
も
替
え
玉
を
入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
試
験
場
の
屋
上
に
忍
び
の
者
を
忍
ば
せ
た
。
警
備
の
者
が
見

つ
け
、
知
府
に
報
告
し
、
捉
え
て
知
府
の
前
に
出
し
、
原
稿
を
捜

し
出
す
と
、
某
生
に
代
わ
っ
て
誰
誰
の
五
人
の
童
生
に
届
け
よ
う

と
し
た
の
だ
と
自
供
し
た
。
知
府
は
激
怒
し
、
そ
の
童
生
た
ち
を
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取
り
調
べ
て
受
験
資
格
を
剥
奪
し
、
さ
ら
に
判
決
を
下
す
時
に

三
十
回
の
鞭
打
ち
の
刑
に
処
し
た
。
そ
の
賊
は
大
き
な
枷
を
背
負

わ
さ
れ
、
表
門
に
鎖
で
縛
り
付
け
さ
ら
し
者
に
さ
れ
た
。
府
・
県

試
は
士
人
が
出
世
す
る
基
礎
で
あ
り
、
人
格
を
確
立
し
て
い
る
か

否
か
を
見
る
こ
と
が
最
優
先
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
解

答
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
り
替
え
玉
を
使
っ
て
ず
る
を
し
、
鶏
鳴
狗

盗
の
輩
を
頼
り
に
す
る
と
は
、
士
風
の
堕
落
は
、
誠
に
嘆
か
わ
し

い
限
り
だ
。 
「
功
名
を
か
す
め
取
ら
ん
と
す
」

【
注
】
○
飛
簷
走
壁　
（
旧
小
説
中
で
忍
者
の
早
業
を
形
容
し
て
）

軒
を
飛
び
越
え
壁
を
伝
っ
て
走
る
、
身
の
こ
な
し
が
飛
ぶ
鳥
の
よ

う
に
敏
捷
で
あ
る
。
○
干
城　

楯
と
城
。
国
を
守
る
も
の（
武
将
）。

『
詩
経
』
周
南
・
兎
罝
「
赳
赳
武
夫
、
公
侯
干
城
」
に
由
来
す
る
。

○
陽
月
梢　

十
月
末
。
○
太
尊　

知
府
の
尊
称
。
○
小
試　
（
郷

試
の
前
段
階
の
）
府
試
、
県
試
の
こ
と
。
○
植
品　

人
格
・
品
行

を
樹
立
す
る
。

【
参
考
】『
申
報
』
一
八
八
七
年
五
月
四
日
（
第
五
〇
四
四
号
、
二

面
）「
風
簷
日
記
」
に
カ
ン
ニ
ン
グ
（
伝
義
）
の
方
法
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
鳩
を
使
っ
て
外
部
に
問
題
を
伝
え
、
模
範

解
答
が
で
き
た
ら
試
験
場
内
に
投
げ
入
れ
て
も
ら
う
や
、
約
束
の

時
間
に
試
験
問
題
を
書
い
た
掲
示
板
を
掲
げ
て
、
外
か
ら
望
遠
鏡

で
見
て
も
ら
う
な
ど
で
あ
る
。
と
も
に
協
力
し
て
く
れ
る
人
が
い

な
い
と
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。（
原
文
「
向
來
松
江
府
試

時
、
傳
遞
之
弊
、
不
一
而
足
。
或
縱
鴿
以
傳
題
目
於
外
、
既
撰
成

則
裹
以
瓦
礫
、
由
牆
後
擲
進
。
或
約
定
時
刻
、
有
意
將
題
目
牌
高

擎
、
俾
外
間
立
圍
牆
左
近
墩
上
以
測
遠
鏡
窺
之
、
可
以
瞭
如
指
掌
。

此
次
恩
詩
農
太
守
盡
心
整
頓
、
先
於
未
試
之
前
、
將
牆
址
增
高
土

墩
剷
去
、
使
內
外
聲
氣
隔
絕
不
通
、
防
弊
可
謂
嚴
矣
。」）

③
「
大
閙
考
場
」（
試
験
場
で
大
暴
れ
）（
土
集
、
大
可
堂
版
一
〇-

九
四
、一
八
九
三
・
五
・
一
一
）

＊
陳
が
本
籍
を
偽
っ
て
受
験
し
た
と
周
り
が
暴
き
出
す
。（
冒
考
・

冒
籍
）
た
だ
し
、
事
実
か
ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
真
実
は

ど
う
か
よ
り
も
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

【
原
文
】
安
慶
府
聯
仙
蘅
太
守
示
期
三
月
初
二
日
舉
行
府
試
。
有

懷
甯
縣
文
童
陳
浚
者
、
當
縣
試
時
、
列
名
第
五
。
諸
童
嫉
之
、
徧

黏
匿
名
掲
帖
、
謂
陳
以
金
陵
人
冒
懷
甯
籍
、
身
家
不
清
、
應
不
准

其
冒
考
。
於
是
、
呼
朋
引
類
、
約
於
二
月
廿
九
日
、
在
明
倫
堂
與
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陳
尋
釁
。
廩
保
一
聞
是
說
屆
時
託
病
不
到
、
倩
某
童
代
辦
保
結
。

衆
遂
將
某
童
扭
毆
、
揪
其
髪
辮
、
擁
入
縣
署
。
包
伯
琴
大
令
將
童

収
押
、
衆
始
散
歸
。
初
一
日
傍
晩
、
太
守
入
試
院
、
牌
示
首
場
、

即
考
懷
甯
。
是
晩
三
鼓
時
、
闢
門
開
點
、
至
破
曉
事
畢
。
將
封
門

時
、
各
童
忽
然
喧
嚷
狂
喊
、
勢
甚
洶
洶
。
明
府
恐
釀
巨
禍
、
急
向

開
導
、
許
將
陳
浚
扣
考
、
各
童
置
若
罔
聞
、
立
將
場
中
桌
凳
窗
櫺

擊
毀
殆
盡
、
復
擁
至
堂
上
、
將
公
案
、
堂
鼓
一
併
掀
翻
、
太
守
所

乘
肩
輿
、
亦
蹴
成
粉
碎
。
左
右
墻
壁
亦
被
洞
穿
、
並
將
頭
二
門
拆

毀
。
然
後
高
呼
罷
考
、
各
自
提
籃
挈
榼
而
歸
。
以
論
文
之
地
爲
用

武
之
場
。
士
習
之
壞
、
一
至
于
此
。
有
心
世
道
者
能
不
爲
之
隱
憂

哉
。 

閑
章
「
棄
文
」「
用
武
」

【
大
意
】
安
慶
府
（
＊
安
徽
省
）
の
聯
仙
蘅
知
府
が
三
月
二
日
に

府
試
を
行
う
と
通
達
を
出
し
た
。
懐
寧
県
の
童
生
の
陳
浚
と
い
う

者
が
、〔
府
試
の
前
の
段
階
の
試
験
で
あ
る
〕
県
試
の
時
、
第
五

位
で
あ
っ
た
。
諸
童
は
こ
れ
を
嫉
み
、
あ
ち
こ
ち
に
匿
名
の
文
書

を
貼
っ
て
、
陳
は
金
陵
人
な
の
に
懐
寧
県
の
籍
だ
と
偽
り
、
身
元

が
確
か
で
な
い
の
で
、
そ
の
本
籍
詐
称
に
よ
る
受
験
を
認
め
る
べ

き
で
は
な
い
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
仲
間
に
呼
び
か
け
て
、
二
月

二
十
九
日
に
明
倫
堂
で
陳
と
事
を
起
こ
そ
う
と
約
束
し
た
。
廩
保
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（
保
証
人
）
に
つ
い
て
聞
く
と
（
＊
以
下
の
『
申
報
』
の
記
事
を

参
照
）、
そ
の
時
に
病
気
だ
と
言
っ
て
来
ず
に
、
某
童
生
に
頼
ん

で
保
証
書
を
書
い
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
そ
の
者
た
ち
は
、
某
童

生
を
殴
り
、
辮
髪
を
引
っ
ぱ
っ
て
、
県
の
役
所
に
押
し
入
っ
た
。

包
伯
琴
大
令
が
童
生
を
拘
留
す
る
と
、
そ
の
者
た
ち
は
よ
う
や
く

退
散
し
た
。
一
日
夕
方
、太
守
が
試
験
会
場
に
入
り
、第
一
場
（
第

一
試
験
）
を
宣
言
し
、
懐
寧
県
を
試
験
し
た
。
そ
の
晩
、
三
更
の

時
（
子
の
刻
）、門
が
開
き
点
検
が
始
ま
り
、夜
明
け
に
終
わ
っ
た
。

門
に
封
を
す
る
時
、
受
験
生
た
ち
は
突
然
騒
ぎ
出
し
、
そ
の
勢
い

は
猛
烈
で
あ
っ
た
。
県
令
は
、
大
事
が
起
き
る
の
で
は
と
恐
く
な

り
、
急
い
で
通
達
を
出
し
、
陳
浚
を
失
格
と
す
る
こ
と
に
し
た
が
、

受
験
生
た
ち
は
意
に
介
せ
ず
、
試
験
場
内
の
机
や
椅
子
、
窓
枠
を

ほ
と
ん
ど
壊
し
尽
く
し
、
さ
ら
に
堂
上
に
押
し
寄
せ
、
役
所
の
机

や
堂
の
太
鼓
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
太
守
が
乗
る
輿
も
蹴
っ
て
粉
砕

し
た
。
左
右
の
壁
は
穴
が
開
き
、
二
つ
の
表
門
も
壊
さ
れ
た
。
そ

う
し
て
、試
験
放
棄
を
呼
び
掛
け
て
、各
自
荷
物
を
ま
と
め
て
帰
っ

た
。
文
を
論
じ
る
場
所
を
武
を
用
い
る
場
所
に
し
た
。
文
人
の
素

養
は
こ
こ
ま
で
落
ち
た
と
は
。
世
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
人
は
憂

慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。 

「
文
を
棄
て
て
武
を
用
う
」

【
注
】
○
聯
仙
蘅　

聯
元
、字
は
仙
蘅
、崔
佳
氏
、満
洲
鑲
紅
旗
人
。

『
清
史
稿
』
巻
四
六
六
に
伝
記
が
見
え
る
。
義
和
団
を
利
用
し
て

列
強
に
対
抗
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
に
異
を
唱
え
た
た
め
処
刑
さ

れ
た
と
い
う
。
○
太
守　

知
府
（
府
の
長
官
、府
知
事
）
の
こ
と
。

○
文
童　

童
生
。
秀
才
の
試
験
を
受
け
る
資
格
を
持
つ
学
生
。
○

掲
帖　

申
し
立
て
の
文
書
。○
保
結　

役
所
に
提
出
す
る
保
証
書
。

○
廩
保　

科
挙
を
受
け
る
者
の
保
証
人
。
科
挙
を
受
け
る
者
は
必

ず
科
挙
資
格
者
に
保
証
人
に
な
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
。
○

廩
生　

廩
膳
生
と
も
言
う
。
童
生
が
秀
才
に
合
格
後
、
府
・
州
・

県
学
に
入
学
し
、
府
・
州
・
県
か
ら
米
の
支
給
を
受
け
る
資
格
を

有
し
た
。
そ
の
資
格
を
有
す
る
人
を
廩
生
（
廩
膳
生
）
と
言
う
。

童
生
が
科
挙
を
受
け
る
場
合
、
必
ず
廩
生
に
送
っ
て
も
ら
う
必
要

が
あ
っ
た
。
○
明
府　

県
令
の
こ
と
。

【
解
説
】
出
願
書
に
は
、
受
験
者
の
姓
名
、
年
齢
、
身
面
の
特
徴
、

髭
の
有
無
、
曾
祖
父
・
祖
父
・
父
親
の
身
元
、
教
師
の
名
を
書
き
、

そ
れ
を
「
廩
保
」
や
童
生
同
士
が
保
証
す
る
制
度
に
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
保
証
人
を
立
て
不
正
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
が
、
逆
に

人
的
つ
な
が
り
の
な
い
者
や
出
身
の
賤
し
い
者
は
受
験
資
格
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す（
宮
崎
市
定『
科
挙
史
』（
平
凡
社〈
東
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洋
文
庫
〉、
一
九
八
七
年
）
七
四
頁
参
照
）。

　

な
お
、
こ
の
記
事
は
、
戸
籍
詐
称
を
非
難
す
る
た
め
で
は
な
く
、

受
験
生
の
狼
藉
を
非
難
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
点
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
こ
の
記
事
も
前
号
の
そ

の
三
の
④
と
同
じ
く
、次
号
に
掲
載
を
予
定
し
て
い
る
「
事
件
（
騒

動
）」
の
回
で
紹
介
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

確
か
に
、
受
験
生
の
暴
動
は
度
を
越
え
た
も
の
だ
し
、
法
的
秩

序
を
破
壊
す
る
無
頼
な
行
動
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
納
得
が
い
か
な

い
こ
と
に
対
し
て
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
現
代
と
の
違
い
に
感
慨
を
覚
え
る
読
者
も
い
る
の
で
は
な
い

か
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
別
に
し
て
、
試
験
を
実
施
す
る
側
と

受
け
る
側
の
権
力
が
拮
抗
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

以
下
、
こ
の
記
事
の
も
と
に
な
っ
た
『
申
報
』
の
記
事
を
紹

介
し
た
い
（『
申
報
』
一
八
九
三
年
四
月
二
十
六
日
（
陰
暦
三
月

十
一
日
）（
七
一
八
七
号
、一
面
））。
こ
こ
で
は
よ
り
強
い
調
子
で
、

受
験
生
が
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。
一
方
、
戸

籍
詐
称
を
働
い
た
受
験
生
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
才
を
称
え
、
戸

籍
詐
称
を
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
曖
昧
で
追
究
も
し
て
い
な

い
。

「
論
童
子
軍
之
難
馭
」（
童
子
軍
の
制
御
し
が
た
き
を
論
ず
）

　

甚
矣
、
士
習
之
壞
也
。
小
子
讀
書
甫
開
筆
學
文
、
父
兄
師
長
即

令
其
就
小
考
、
名
曰
幼
童
。
親
若
友
見
而
譽
之
、
或
稱
爲
神
童
、

而
彼
小
子
者
遂
居
然
以
神
童
自
命
。
夫
即
使
果
爲
神
童
、
究
亦
不

可
以
此
傲
人
。
況
童
而
不
神
者
乎
。
況
幼
而
並
不
成
童
者
乎
。
而

乃
竟
欲
仗
童
勢
奮
童
力
以
横
行
於
考
試
之
時
、不
知
文
章
爲
何
若
、

「廩保互結親供単」（宮崎市定『科挙史』
（平凡社〈東洋文庫〉、1987 年）p.75）
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不
知
考
試
爲
何
事
、
不
知
功
令
爲
何
等
、
不
知
法
度
爲
何
物
。
如

安
慶
友
人
所
述
聯
仙
蘅
太
守
試
閙
事
一
節
、
有
足
令
人
髪
指
者
。

士
習
至
於
如
此
、
世
間
又
何
貴
乎
有
士
哉
。
所
貴
乎
士
者
、
貴
其

能
讀
書
明
理
也
。
若
恃
其
爲
讀
書
之
人
而
全
不
明
理
、
則
試
問
其

所
讀
者
何
書
。
蓋
以
讀
書
自
恃
、
即
其
不
明
理
之
一
端
、
其
他
可

知
也
。

【
大
意
】
知
識
人
の
気
風
の
低
下
は
目
に
余
る
状
態
だ
。
男
児
が

勉
強
し
始
め
る
と
、
父
兄
は
県
試
を
受
け
さ
せ
る
が
、
そ
れ
を
幼

童
と
言
っ
た
。
親
戚
友
人
は
そ
れ
を
名
誉
に
思
い
、
神
童
と
称
す

る
こ
と
も
あ
り
、本
人
自
身
神
童
を
自
認
す
る
こ
と
に
ま
で
至
る
。

も
し
本
当
に
神
童
で
も
、
そ
れ
で
人
に
偉
そ
う
に
し
て
よ
い
わ
け

で
は
な
い
。
ま
し
て
、「
神
」
と
称
す
る
に
値
し
な
い
者
や
「
幼
い
」

だ
け
で
「
童
生
（
合
格
者
）」
に
な
っ
て
い
な
い
者
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勢
い
に
任
せ
力
を
振
る
い
試

験
の
時
に
横
暴
な
振
る
舞
い
を
す
る
の
は
、
学
問
が
何
た
る
か
、

試
験
が
何
た
る
か
、
お
達
し
が
何
た
る
か
、
法
度
が
何
た
る
か
を

知
ら
な
い
も
の
だ
。
安
慶
の
友
人
か
ら
聞
い
た
聯
仙
蘅
太
守
に
よ

る
試
験
の
一
件
は
、
人
々
に
怒
り
を
催
さ
せ
る
も
の
だ
。
読
書
人

の
気
風
が
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
世
間
は
ど
う
し
て
士
人
を
尊
敬

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
士
人
が
尊
敬
さ
れ
る
の
は
、
勉
強
し

て
道
理
を
心
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
読
書
人
だ
と
い
う
だ

け
で
全
く
道
理
に
暗
い
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
き
た
の

が
聞
き
た
い
も
の
だ
。
読
書
を
自
認
し
な
が
ら
、
道
理
に
さ
せ
明

ら
か
で
な
い
と
す
れ
ば
、そ
の
他
の
こ
と
は
推
し
て
知
る
べ
し
だ
。

安
慶
之
事
、
起
於
年
甫
十
六
之
童
生
陳
浚
、
縣
試
考
到
第
五
、
遂

爲
諸
童
生
所
嫉
。
夫
以
安
慶
童
子
一
軍
而
有
陳
子
、
其
人
者
、
青

年
劬
學
、
見
賞
良
工
、
據
稱
爾
雅
溫
文
、
幾
類
鷄
群
之
鶴
。
則
亦

足
令
童
子
軍
增
色
、
而
乃
不
能
欽
之
、
敬
之
、
羡
之
、
慕
之
、
而

偏
嫉
而
忌
之
。
世
風
至
此
、
不
大
可
歎
哉
。
嫉
之
者
、
嫉
其
才
也
、

乃
徧
黏
匿
名
揭
帖
、
謂
係
金
陵
人
而
冒
籍
懷
甯
者
、
兼
之
、
身
家

不
清
、
不
能
聼
其
冒
考
云
云
。
由
是
、
呼
朋
引
類
、
約
期
在
明
倫

堂
、欲
敬
以
老
拳
。
吾
固
有
以
知
諸
童
之
命
意
不
過
藉
此
以
肇
事
、

猶
之
匪
類
會
黨
之
布
散
謠
言
、
聲
稱
尋
仇
於
西
人
、
實
欲
藉
此
以

創
亂
、
非
眞
有
仇
於
西
人
。
諸
童
亦
非
眞
有
恨
於
陳
子
也
、
然
而

不
借
此
以
爲
題
、
則
文
字
嫌
寂
寞
、
於
是
一
倡
百
和
、
群
起
而
攻
。

【
大
意
】
安
慶
の
事
件
は
、
十
六
歳
の
童
生
・
陳
浚
が
県
試
で
五

位
に
な
り
、
他
の
童
生
に
嫉
妬
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
た
。
安
慶



88

の
童
生
の
受
験
生
全
体
の
中
に
お
い
て
陳
子
と
い
う
人
は
、
若
く

し
て
苦
学
し
、
文
才
を
評
価
さ
れ
、
温
和
で
礼
儀
正
し
い
と
称
せ

ら
れ
、
鶏
ど
も
の
中
の
鶴
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
童
生

た
ち
に
と
っ
て
は
誇
り
に
思
う
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
敬
い
慕
う
こ
と
も
せ
ず
に
か
え
っ
て
嫉
妬
し
た
の

で
あ
る
。
世
風
が
こ
の
よ
う
な
の
は
誠
に
嘆
く
べ
き
こ
と
で
は
な

い
か
。
嫉
妬
す
る
者
は
そ
の
才
能
を
妬
み
、
そ
こ
ら
中
に
貼
紙
を

し
て
、
金
陵
人
の
く
せ
に
懐
寧
県
の
人
だ
と
戸
籍
を
詐
称
し
、
ま

た
、
出
身
に
問
題
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
不
正
受
験
を
許
し
て
は

な
ら
な
い
な
ど
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
徒
党
を
組
ん
で
、
明
倫
堂

に
集
ま
り
、
鉄
拳
を
お
見
舞
い
し
よ
う
と
し
た
。
私
は
童
生
の
意

図
が
こ
れ
に
か
こ
つ
け
て
事
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
の
は
知
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
や
く
ざ
者
が
デ
マ
を
流
し
て
、
西

洋
人
を
征
伐
す
る
た
め
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
そ
れ
に
か
こ
つ
け

て
乱
を
起
こ
し
、
本
当
に
西
洋
人
を
敵
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
と
同
様
だ
。
童
生
た
ち
も
ま
た
本
当
は
陳
子
を
恨
ん
で
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
に
、
こ
の
こ
と
を
理
由
に
、
大
げ
さ
な
こ
と
を

言
い
、
み
な
が
呼
応
し
て
、
集
団
で
騒
い
だ
の
で
あ
る
。

【
解
説
】
戸
籍
詐
称
が
疑
わ
れ
る
陳
浚
の
文
才
を
称
え
て
い
る
。

戸
籍
詐
称
を
追
究
す
る
姿
勢
も
な
く
、
受
験
生
が
騒
ぎ
を
起
こ
し

た
こ
と
を
批
判
す
る
。

迨
稟
保
托
病
不
到
、
保
結
托
人
庖
代
、
而
諸
童
更
有
隙
可
乘
矣
。

問
諸
庖
代
者
、
庖
代
者
含
糊
以
對
、
而
諸
童
遂
以
爲
師
出
有
名
、

乃
扭
而
攢
毆
。
登
時
、
鮮
血
直
噴
、
奄
奄
欲
絕
。
夫
即
使
果
係
冒

考
、果
屬
身
家
不
清
、其
保
結
者
亦
罪
不
至
死
。乃
尚
復
揪
其
髮
辮
、

擁
入
縣
署
、
意
將
何
爲
乎
。
攻
其
冒
籍
及
身
家
不
清
、
則
須
稟
之

於
官
。
豈
有
擅
行
毆
打
之
理
。
爲
縣
令
者
、
倘
執
三
尺
法
、
鐵
面

無
私
、
則
當
先
將
擅
毆
之
人
照
律
懲
辦
、
而
後
詳
究
陳
子
有
無
冒

籍
、
是
否
身
家
不
清
。
如
果
屬
實
、
按
例
辦
理
、
倘
有
虛
誣
、
亦

照
例
反
坐
。
然
此
則
所
謂
官
話
也
。

【
大
意
】
稟
保
（
受
験
生
の
保
証
人
）
が
病
気
を
理
由
に
現
れ
ず
、

保
証
書
は
代
理
人
に
託
し
た
こ
と
が
、
童
生
た
ち
に
さ
ら
に
つ
け

込
む
余
地
を
与
え
た
。
代
理
の
者
に
聞
く
と
、
は
っ
き
り
と
答
え

な
か
っ
た
の
で
、
童
生
た
ち
は
、
出
撃
の
理
由
を
得
た
と
、
殴
り

か
か
っ
た
。
す
ぐ
に
鮮
血
が
吹
き
出
し
、息
絶
え
絶
え
に
な
っ
た
。

も
し
、
戸
籍
詐
称
で
、
出
身
に
問
題
が
あ
っ
て
も
、
代
理
人
の
罪

は
死
罪
に
相
当
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
弁
髪
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を
引
っ
張
り
、
県
の
役
所
に
押
し
か
け
る
と
は
何
事
か
。
戸
籍
偽

証
と
出
身
の
問
題
は
、
官
に
申
し
上
げ
る
べ
き
だ
。
ど
う
し
て
、

好
き
勝
手
に
殴
る
理
由
が
あ
ろ
う
か
。
県
の
長
官
た
る
者
は
、
も

し
法
律
を
公
正
に
遵
守
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
先
に
暴
力
を
振

る
っ
た
者
を
法
律
に
照
ら
し
て
処
罰
し
、
そ
の
後
で
、
陳
子
が
戸

籍
詐
称
を
し
て
い
る
の
か
、
出
身
に
問
題
が
あ
る
の
か
調
べ
る
べ

き
だ
。
も
し
事
実
で
あ
れ
ば
、
先
例
に
従
っ
て
処
理
し
、
も
し
事

実
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
も
先
例
に
従
っ
て
誣
告
者
を
処
罰
す
れ
ば

よ
い
。
だ
が
、
以
上
は
あ
く
ま
で
お
役
所
的
「
模
範
解
答
」
だ
。

【
解
説
】
こ
こ
で
、来
な
か
っ
た
の
は
、受
験
生
（
陳
）
で
は
な
く
、

保
証
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
他
の
受
験
生
に
殴
ら

れ
た
の
は
保
証
人
の
代
理
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
保
証
書
を
代
理
人

に
託
し
た
り
、
代
理
の
者
が
は
っ
き
り
と
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
の
は
や
は
り
陳
は
あ
や
し
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
ま
ず

は
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
者
を
処
罰
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
そ
の
通
り

で
あ
ろ
う
。

當
童
子
軍
猖
獗
之
時
、
狼
奔
豕
突
、
舉
國
若
狂
、
雖
有
明
幹
之
令

尹
、
亦
無
如
之
何
。
惟
有
暫
順
輿
情
、
以
抒
衆
怒
。
從
此
而
靜
候

官
辦
、
安
分
赴
試
、
則
亦
已
矣
。
乃
府
考
將
封
門
時
、
忽
又
大
聲

喧
嚷
、
百
喙
狂
喊
、
其
勢
洶
洶
、
幾
疑
爲
千
軍
萬
馬
。
官
既
善
言

開
導
、
許
以
將
陳
子
扣
考
、
則
亦
無
以
復
加
矣
。
而
仍
佯
若
不
聞
、

任
情
恣
橫
、
不
片
刻
而
場
中
桌
凳
窗
櫺
擊
毀
殆
盡
、
復
擁
至
堂
上
、

將
公
案
堂
鼓
一
併
掀
翻
、
太
守
肩
輿
亦
蹴
成
虀
粉
、
左
右
牆
壁
幾

處
洞
穿
、
頭
門
二
門
俱
析
爲
薪
蒸
、
乘
諸
甬
道
、
高
呼
而
散
。
是

直
與
亂
民
何
異
。

【
大
意
】
童
生
た
ち
が
狼
藉
を
働
い
て
い
る
時
は
、
獣
の
よ
う
に

暴
れ
回
り
、
全
員
が
狂
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
有
能
な
行
政

長
官
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
は
民
衆
の

感
情
に
従
い
、民
衆
の
怒
り
を
発
散
さ
せ
る
し
か
な
い
。
そ
の
後
、

静
か
に
お
上
の
判
断
を
待
っ
て
、
分
際
を
わ
き
ま
え
試
験
を
受
け

れ
ば
そ
れ
で
済
ん
だ
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
府
試
で
〔
試
験
開
始

に
先
立
ち
〕
門
に
封
を
す
る
時
、
急
に
大
声
で
騒
ぎ
出
し
、
一
斉

に
叫
ん
で
、
も
の
す
ご
い
勢
い
で
、
千
軍
が
押
し
寄
せ
た
よ
う
な

状
態
に
な
っ
た
。
官
が
し
っ
か
り
と
教
え
導
き
、
陳
の
試
験
を
認

め
な
い
と
言
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
ま
た
十
分
だ
っ
た
の
だ
。

そ
れ
な
の
に
、
聞
こ
え
な
い
ふ
り
を
し
て
、
好
き
勝
手
に
暴
れ
て
、

ま
も
な
く
場
内
の
机
、
椅
子
、
窓
、
格
子
を
打
ち
砕
き
、
堂
に
押
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し
寄
せ
、
机
や
鼓
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
太
守
の
輿
も
蹴
っ
て
粉
砕

し
、
周
囲
の
壁
に
も
穴
を
あ
け
、
正
門
も
裏
門
も
砕
い
て
薪
に
し
、

通
路
に
積
み
上
げ
て
、
雄
叫
び
を
上
げ
て
退
散
し
た
。
こ
れ
で
は

謀
反
の
民
と
同
じ
で
は
な
い
か
。

【
解
説
】
騒
動
が
起
き
る
こ
と
を
も
っ
と
も
問
題
視
す
る
こ
の
文

章
の
作
者
は
、
ま
ず
は
怒
り
を
爆
発
（
ガ
ス
抜
き
）
さ
せ
れ
ば
よ

い
と
言
う
。
こ
の
発
言
自
体
や
は
り
陳
の
詐
称
に
つ
い
て
認
め
て

い
る
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
陳
の
試
験
を
認
め
な
い
こ

と
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

太
守
乃
於
次
日
、
飭
差
鳩
工
、
將
考
棚
修
理
、
赴
憲
轅
稟
明
。
沈

伸
帥
立
即
出
示
曉
諭
、
懸
之
考
棚
頭
門
洋
洋
數
千
言
、
諭
以
禍
福

利
害
。
德
方
伯
又
以
爲
考
試
爲
掄
才
大
典
、
各
童
越
禮
藐
法
、
糾

衆
抗
官
、
至
於
如
此
、
其
中
難
保
無
主
使
之
人
。
飭
嚴
查
主
使
之

人
及
爲
首
滋
事
之
童
、
從
嚴
懲
辦
以
儆
。
將
來
旋
經
訪
聞
、
自
稟

保
某
爲
主
使
之
人
、
又
有
汪
姓
童
因
摘
桐
城
考
牌
遂
□
護
棚
、
親

兵
所
獲
掌
頰
責
手
心
交
懷
甯
縣
管
押
、
聯
太
守
仍
囘
考
棚
照
常
開

考
、
大
約
此
事
可
以
了
結
。
夫
彼
羣
童
之
如
此
胡
鬧
者
、
固
由
於

有
主
使
之
人
。
德
方
伯
之
高
見
自
是
無
差
。
然
亦
以
罷
考
二
字
爲

地
方
官
所
怕
、
故
彼
等
有
挾
而
來
也
。

【
大
意
】
次
の
日
、
太
守
は
職
人
を
集
め
て
試
験
場
を
修
理
さ
せ
、

県
庁
に
赴
い
て
報
告
し
た
（
憲
轅
は
縣
轅
で
県
庁
の
門
か
？
）。

沈
伸
帥
は
す
ぐ
に
お
達
し
を
出
し
、
試
験
会
場
の
正
門
の
前
に

滔
々
た
る
数
千
言
の
文
章
を
貼
り
出
し
、
是
非
を
お
諭
し
に
な
っ

た
。
徳
方
伯
（
布
政
使
）
は
ま
た
科
挙
は
国
家
の
大
典
で
あ
る
と

し
、
受
験
生
が
礼
法
を
無
視
し
、
徒
党
を
組
ん
で
官
に
抗
い
、
こ

の
よ
う
な
事
態
に
ま
で
至
っ
た
の
は
、
そ
の
中
に
首
謀
者
が
い
る

の
で
は
な
い
か
と
お
考
え
に
な
っ
た
。〔
そ
し
て
〕
首
謀
者
と
最

初
に
事
を
起
こ
し
た
受
験
生
を
探
し
出
し
、
厳
罰
に
処
す
こ
と
で

戒
め
と
す
る
よ
う
お
命
じ
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
聞
き
込
み
を
重

ね
て
（
？
）
保
証
人
某
（
？
）
が
首
謀
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
汪

と
い
う
名
の
受
験
生
が
桐
城
の
考
牌
（
問
題
を
提
示
す
る
看
板
）

を
取
っ
て
試
験
会
場
の
柵
を
壊
し
、
護
衛
兵
た
ち
が
身
柄
を
確
保

し
た
狼
藉
者
を
（
押
収
し
た
攻
め
具
を
？
）
懐
寧
県
に
引
き
渡
し
、

聯
太
守
が
試
験
会
場
に
戻
り
通
常
通
り
試
験
を
開
始
し
て
、
こ
の

こ
と
は
終
了
と
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
も
そ
も
受
験
生
た
ち

が
あ
の
よ
う
な
狼
藉
を
働
い
た
の
は
、
も
と
も
と
首
謀
者
が
い
た

の
だ
。
徳
方
伯
の
ご
高
見
は
誤
り
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、「
罷
考
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（
試
験
ボ
イ
コ
ッ
ト
）」
と
い
う
二
字
は
地
方
官
が
恐
れ
る
と
こ
ろ

な
の
で
、
彼
ら
は
そ
れ
に
つ
け
こ
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。

【
解
説
】
地
方
政
府
は
試
験
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
（
処
分
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
）。
ち
ょ
っ
と
現
在
の
中

央
政
府
と
人
民
の
間
に
立
つ
地
方
政
府
が
、
地
方
で
の
失
態
を
中

央
政
府
に
責
め
ら
れ
る
構
造
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

其
實
國
家
定
制
、
本
非
拘
泥
官
而
不
善
辦
理
。
激
成
罷
考
之
事
、

官
則
不
能
逃
其
處
分
。
若
頑
童
借
考
之
名
滋
事
逞
橫
、恃
衆
胡
鬧
、

則
雖
一
閧
而
散
、
亦
不
得
以
罷
考
之
罪
加
諸
地
方
官
而
鬧
事
之
邑

則
有
停
試
之
罰
。
爲
官
者
亦
正
不
忍
因
數
人
鬧
事
之
故
而
議
請
停

試
、
使
闔
邑
向
隅
、
故
往
往
忍
耐
過
去
、
隱
忍
而
罷
、
而
諸
童
遂

以
爲
罷
考
二
字
眞
足
以
挾
持
官
長
而
衆
果
有
可
恃
也
。斯
亦
謬
矣
。

然
而
此
等
風
氣
、
豈
獨
安
徽
之
懷
甯
一
邑
爲
然
哉
。
江
浙
兩
省
、

凡
當
小
試
之
時
、
往
往
畏
童
子
軍
如
虎
、
甚
至
有
童
天
王
之
目
、

則
其
士
習
之
壞
、
世
風
之
變
、
亦
可
想
而
知
矣
。
有
人
心
世
道
之

憂
者
、
能
不
爲
之
癙
憂
以
痒
也
哉
。

【
大
意
】
そ
の
実
、
国
家
の
施
策
は
、
官
に
遠
慮
し
て
適
切
に
処

理
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
試
験
ボ
イ
コ
ッ
ト
に

至
っ
た
こ
と
は
、
官
は
そ
の
処
分
を
免
れ
ら
れ
な
い
。
横
着
な
童

生
が
試
験
の
名
を
借
り
て
事
を
起
こ
し
好
き
放
題
な
行
い
を
し
、

多
勢
を
頼
り
に
騒
い
だ
の
な
ら
、
一
騒
ぎ
で
終
わ
っ
た
と
し
て

も
、
試
験
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
罪
を
地
方
官
に
押
し
つ
け
る
こ
と
は
で

き
ず
、騒
ぎ
を
起
こ
し
た
村
は
試
験
停
止
の
罰
を
受
け
る
べ
き
だ
。

一
方
、
長
官
た
る
者
が
数
人
が
騒
い
だ
こ
と
を
理
由
に
試
験
停
止

を
議
論
し
村
全
体
を
失
望
さ
せ
る
の
に
忍
び
ず
、
往
々
に
し
て
我

慢
し
て
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
（
＊
そ
う
い
う
こ
と
が
往
々
に
し

て
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
）、
童
生
た
ち
に
「
罷
考
（
試
験

ボ
イ
コ
ッ
ト
）」
と
い
う
二
字
は
長
官
を
屈
服
で
き
大
勢
で
や
れ

ば
で
き
る
と
思
わ
せ
て
い
る
の
も
ま
た
間
違
っ
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
気
風
は
安
徽
省
の
懐
寧
県
だ
け
の
話
で
は
な
い
。
江

蘇
・
浙
江
両
省
で
も
、
お
よ
そ
県
試
の
時
に
は
、
往
々
に
し
て
童

生
た
ち
を
虎
の
よ
う
に
恐
れ
、「
童
天
王
」
と
い
う
名
称
ま
で
あ

る
こ
と
を
見
れ
ば
、
士
人
の
気
風
の
低
下
・
世
風
の
変
化
は
推
し

て
知
る
べ
し
だ
。
世
情
を
憂
え
る
人
は
、
こ
の
こ
と
を
心
配
す
る

あ
ま
り
病
気
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

【
解
説
】
こ
の
文
章
を
最
後
ま
で
読
め
ば
、
受
験
生
と
試
験
官
と

の
勢
力
の
拮
抗
（
受
験
生
が
暴
れ
ら
れ
た
理
由
）
は
、
問
題
が
起
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き
る
こ
と
を
恐
れ
る
試
験
官
と
そ
の
事
情
を
心
得
た
受
験
生
の
存

在
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
、
受
験
生

が
試
験
場
で
暴
れ
た
り（「
閙
考
」）ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
り（「
罷
考
」）

す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
特
に
、
地
位
が
保
証
さ
れ
な
い

受
験
生
が
多
い
県
試
で
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

別
に
取
り
上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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〇
五
年
）

小
横
香
室
主
人
編
『
清
朝
野
史
大
観
』（
上
海
書
店
、一
九
八
一
年
）

李
世
愉
『
中
国
歴
代
科
挙
生
活
掠
影
』

 

（
瀋
陽
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

熊
慶
年
『
中
国
古
代
科
挙
百
態
』

 

（〈
中
国
古
代
社
会
百
態
〉
第
一
輯
、

 

東
方
出
版
中
心
、
一
九
九
七
年
）

宮
崎
市
定
『
科
挙
史
』（
平
凡
社
〈
東
洋
文
庫
〉、
一
九
八
七
年
）


